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財政健全経営に関する基本方針の改定にあたって 

 

新型コロナウイルス感染症は、これまでの私たちの社会を大きく変容させ、国や地方公

共団体は、感染の拡大防止と経済の活性化の両立という、非常に難しい課題への対応を求

められるようになりました。今後、感染が沈静化しても、市税をはじめとする市の歳入等

への影響は一定期間続くものと思われます。少子高齢化や人口減少、社会保障関係費の増

大、公共施設の老朽化といった従来からの課題も緊迫度を増してきています。また、これ

からのポストコロナ社会においては、感染症を乗り越えた上での地域経済の更なる成長発

展や、新たな日常におけるコミュニティの活性化等が重要となります。 

 

こうした中、将来にわたり持続できる市政、成長し発展できる市政運営をしていくた

め、第５次長期総合計画基本構想において「未来に希望をもって一人ひとりがいきいきと

暮らし、人々が行き交い、まちが潤い、魅力あふれるまちをめざす」という目標を掲げま

した。 

この目標のもと、限られた資源を効果的・効率的に活用し、身の丈に合った持続可能な

行政運営を図っていくため、「財政健全経営に関する基本方針」を改定することとしまし

た。この基本方針は「実行プラン」と合わせて、「財政健全経営計画」となるもので、長期

総合計画を下支えするという役割を担っています。 

 

本改定版では、必要なものには必要な財政投入を行っていくという考えの下、財政規律

の視点にも配慮しながら、DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進をはじめとし

た業務の見直しや、民間活力の活用も見据えた公共施設マネジメントの取組みの方向性を

示しています。 

 

これまでの市政が経験したことのない変化の時代にあって、これまで以上に行財政改革

の担い手である職員ひとりひとりが、意識を持って改革・改善に取り組むことが重要であ

り、私もその先頭に立ち、将来に向けて持続可能な市政の構築に努め、「夢と希望の持てる

元気なまち」を目指してまいります。 

市民の皆さま、市議会の皆さまにはご理解、ご協力を賜りたく、よろしくお願いいたし

ます。 



終わりに、この基本方針を取りまとめるにあたりまして、新型コロナウイルス感染症の

影響により先行きが見通せない状況の中、貴重なご意見、ご提言をいただきました財政健

全経営計画検討会議委員の方々に心から感謝を申し上げます。 

 

令和３年８月 

東久留米市長 並木 克巳  
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１ 財政健全経営計画の改定にあたって 

 

本市では平成８年度「東久留米市行財政改革基本方針」、平成１２年度「第二次東久留米市行財政改

革基本方針」、平成１８年度「第三次東久留米市行財政改革基本方針」、平成２３年度「東久留米市第四

次行財政改革基本方針」と、四次に渡って行財政改革基本方針を策定し、時々に直面する課題に向き合

いながら改善を重ねてきました。 

平成２７年度に策定した「財政健全経営計画」では、必要なものに必要な財政投入を行っていくとい

う考えの下、新たに財政規律の視点にも配慮し、また、安定した財政運営、効率的な市政運営に向け

て、歳入の確保及び歳出の抑制に留まらず、社会資本の効率的整備、地域活力の向上等の視点も盛り込

みました。現在は、同計画に則って行財政改革を推進しています。同計画は、財政健全経営に関する基

本方針（以下「基本方針」という。）と、その行動計画である財政健全経営計画実行プラン（以下「実

行プラン」という。）から構成されています。 

 

令和３年６月１８日に、「経済財政運営と改革の基本方針２０２１」（以下「骨太方針２０２１」とい

う。）が閣議決定されました。感染症の克服と経済の好循環を目指し、四つの成長戦略と、経済・財政

一体改革からなる骨太方針２０２１は、ポストコロナ時代に日本が目指すべき方向を示しています。 

「グリーン社会の実現」「デジタル化の加速」「活力ある地方創り」「少子化対策」からなる四つの成

長戦略は、骨太方針２０２１の中で官民共通の取組みとして示されています。 

本市が持続的な市政運営を目指すには、こうした国の動向とも基軸を合わせていく必要があります。 

 

今回改定する基本方針では、財政調整基金の一定の確保や、財政規律の保持を財政運営の基本に据え

ると共に、歳入の確保、歳出の抑制といった財政収支に直結する事項から、人材の育成、地域の振興と

いった幅広い点についても方向性を定めています。 

また、実行プランの取組みを基本方針の体系にあわせて記載することで、それぞれの取組みがどうい

った目的をもって実施されているのかを、市民の皆さんにも分かり易いよう整理しています。 

今回の基本方針の改定にあたっては、現行の基本方針を基礎としながら、ポストコロナ時代の変化な

どを踏まえた所要の改定を行っています。 
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（１）計画の位置付け 

本計画は、財政規律の視点から第５次長期総合計画を下支えするためのもので、具体的には、第５次

長期総合計画における各施策に共通した取組みである「持続可能な行財政運営」を具現化したもので

す。基本方針においては財政健全運営に向けた方向性を、実行プランにおいては基本方針を受けた具体

的な取組みを示します。 

 

（２）計画期間 

財政健全経営計画は、第５次長期総合計画の基本計画に基づき、予算にも反映される実行プランを

立案する必要があります。このため、財政健全経営計画の計画期間は、基本計画（令和３年度から令

和７年度まで）から１年遅れの令和４年度から令和８年度までの５年間とします。 
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２ 東久留米市の現状等 

（１）計画期間における各指標の推移 

［人口の推移］ 

本市の直近５か年における年齢３区分別人口の推移は、下の表に示すとおりです。 

 
資料：東京都の統計 住民基本台帳による東京都の世帯と人口 区市町村年齢３区分別人口（昭和 60 年～令和 2 年）より一部抜粋 

 

平成２８年から令和２年までの人口はほぼ横ばいで推移していますが、６５歳以上の高齢者の人口割

合は年々増加する一方で、１４歳以下の年少人口、１５歳から６４歳までの生産年齢人口は減少傾向に

あります。令和２年１月時点の高齢化率は約２８．４％と高く、多摩２６市で４番目となっています。 

  

小　計 男 女 小　計 男 女 小　計 男 女

平成28年1月 14,585 7,493 7,092 71,146 36,159 34,987 31,397 13,710 17,687 117,128

平成29年1月 14,451 7,380 7,071 70,417 35,804 34,613 31,999 13,978 18,021 116,867

平成30年1月 14,297 7,314 6,983 69,885 35,506 34,379 32,648 14,273 18,375 116,830

平成31年1月 14,234 7,260 6,974 69,782 35,500 34,282 32,880 14,306 18,574 116,896

令和2年1月 14,122 7,246 6,876 69,622 35,343 34,279 33,172 14,413 18,759 116,916

年 少 人 口 (0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 老 年 人 口 (65歳以上)
総　数

住民基本台帳による東京都の世帯と人口（町丁別・年齢別）/令和2年1月

総  数 構成比 総  数 構成比 総  数 構成比

4,182,281 511,876 12.2 2,624,484 67.8 1,045,921 25.0

562,480 64,972 11.6 346,239 61.6 151,269 26.9

184,090 22,154 12.0 116,768 63.4 45,168 24.5

146,871 17,428 11.9 96,856 65.9 32,587 22.2

188,461 23,687 12.6 123,643 65.6 41,131 21.8

133,031 14,146 10.6 78,658 59.1 40,227 30.2

260,232 34,082 13.1 169,156 65.0 56,994 21.9

113,397 14,061 12.4 69,702 61.5 29,634 26.1

237,054 29,740 12.5 156,429 66.0 50,885 21.5

428,821 53,072 12.4 260,524 60.8 115,225 26.9

122,306 15,011 12.3 81,435 66.6 25,860 21.1

194,869 25,505 13.1 124,313 63.8 45,051 23.1

186,346 23,458 12.6 116,745 62.6 46,143 24.8

151,255 18,060 11.9 92,791 61.3 40,404 26.7

125,170 15,413 12.3 82,400 65.8 27,357 21.9

76,280 8,682 11.4 49,842 65.3 17,756 23.3

57,617 5,941 10.3 36,614 63.5 15,062 26.1

83,257 9,883 11.9 53,447 64.2 19,927 23.9

85,301 10,962 12.9 51,320 60.2 23,019 27.0

74,636 8,970 12.0 44,607 59.8 21,059 28.2

116,916 14,122 12.1 69,622 59.5 33,172 28.4

72,382 9,965 13.8 43,438 60.0 18,979 26.2

148,823 17,258 11.6 89,222 60.0 42,343 28.5

91,540 13,384 14.6 58,683 64.1 19,473 21.3

55,354 6,804 12.3 34,105 61.6 14,445 26.1

80,667 9,998 12.4 46,652 57.8 24,017 29.8

205,125 25,118 12.2 131,273 64.0 48,734 23.8

第 ３－１ 表   区  市  町  村 、年  齢 ３ 区 分 別  人  口（人 口 総 数）

市        別
年 少 人 口 (0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 老 年 人 口 (65歳以上)

人口総数

総      数

八王子市

西東京市

あきる野市

羽 村 市

稲 城 市

多 摩 市

武蔵村山市

東久留米市

清 瀬 市

東大和市

狛 江 市

青 梅 市

福 生 市

国 立 市

国分寺市

東村山市

日 野 市

小 平 市

三 鷹 市

武蔵野市

立 川 市

　資料：東京都総務局統計部「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」より抜粋

　注）本表には年齢不詳者を含まない

小金井市

町 田 市

調 布 市

昭 島 市

府 中 市



4 

 

令和元年までの、出生数から死亡数を差し引いた自然増減の推移は、平成２３年以降死亡数が増加

し出生数が減少しているため、急速に自然減が進んでいます。 

 

参考：東久留米市市民部市民課 

 

また、令和元年の合計特殊出生率では、本市は１．３１と、東京都の水準（１．１５）よりは高

く、全国の水準（１．３６）は下回っています。 

 

   参考：全国…厚生労働省「人口動態調査」 

東京都・東久留米市…東京都福所保健局「人口動態統計」 
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転入から転出を差し引いた社会増減の推移では、年により差があるものの、ほぼ横ばいで推移してい

ます。この５年間の平均では、転入数が転出数を上回っており、１，８１０人の社会増となっていま

す。 

 

※転出には国外転出を含む 

参考：東久留米市市民部市民課 
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［財政指標］（令和元年度） 

財政運営が健全であるかどうか判断するための指標、基準が定められています。 

財政力指数、経常収支比率などの基礎的な財政指標及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律

に基づく健全化判断比率４指標（以下「健全化判断比率」という。）から、本市の財政運営の状況を

概観します。 

 

基礎的な財政指標  

㋐経常収支比率 

財政構造の弾力性を表す指標である経常収支比率については、一般的に「８０％を超えると弾力性

を失いつつある」と言われており、健全な財政運営を目指す上においては、この適正水準に近づけて

いく必要があります。一方で、令和元年度における多摩２６市の経常収支比率の平均は９３．７％、

２６市全ての団体が８０．０％を超えている現状となっています。本市においても令和元年度は９

３．７％であり、２６市中１２番目と、引き続き高い水準となっています。臨時財政対策債を加えな

い場合の経常収支比率は、平成３０年度の１０２．３％から１００．４％へと１．９％減少したもの

の、２６市平均（９７．１％）を上回り、依然１００%を超える高い水準にあります。更なる歳入の

確保や、全庁的な歳出の執行抑制努力が必要であるとともに、予算編成段階においても、前年度の予

算額を前提としない経費の見積りや事業手法の見直しと、一般財源捻出のための創意工夫が重要とな

っています。 

 

参考：令和元年度決算参考資料 

※ 　過去10か年の経常収支比率の推移

（単位:%）

区 分 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元

東 久 留 米市 94.7 96.1 96.8 95.5 94.3 92.2 93.8 93.2 94.5 93.7

26 市 平 均 92.5 92.1 92.9 91.9 91.6 89.5 92.5 92.3 93.2 93.7

近隣５市平均 92.3 92.2 92.7 92.9 93.9 91.2 94.2 92.8 93.7 94.9

　経常収支比率

（単位:%）

区 分 経常収支比率

八 王 子 市 87.3

立 川 市 91.0

武 蔵 野 市 84.3

三 鷹 市 89.8

青 梅 市 100.2

府 中 市 87.0

昭 島 市 93.9

調 布 市 89.7

町 田 市 93.3

小 金 井 市 95.6

小 平 市 93.7

日 野 市 95.0

東 村 山 市 96.8

国 分 寺 市 94.5

国 立 市 100.2

福 生 市 91.3

狛 江 市 92.7

東 大 和 市 96.6

清 瀬 市 95.1

東 久 留 米市 93.7

武 蔵 村 山市 95.3

多 摩 市 90.3

稲 城 市 91.1

羽 村 市 102.6

あ き る 野市 99.3

西 東 京 市 95.1

26 市 平 均 93.7

近隣5市 平均 94.9

本 市 順 位 12
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㋑財政力指数 

令和元年度決算における多摩２６市の財政力指数は、下の表のとおりです。本市の財政力指数は

０．８３７であり、多摩２６市平均０．９７６を下回り、多摩２６市中２１番目と低位に位置してい

ます。 

 

 

参考：令和元年度決算参考資料 

  

　財政力指数

区 分 財政力指数

八 王 子 市 0.943

立 川 市 1.166

武 蔵 野 市 1.515

三 鷹 市 1.171

青 梅 市 0.860

府 中 市 1.213

昭 島 市 0.977

調 布 市 1.181

町 田 市 0.970

小 金 井 市 1.035

小 平 市 0.973

日 野 市 0.968

東 村 山 市 0.808

国 分 寺 市 1.031

国 立 市 1.012

福 生 市 0.770

狛 江 市 0.883

東 大 和 市 0.851

清 瀬 市 0.682

東 久 留 米市 0.837

武 蔵 村 山市 0.827

多 摩 市 1.139

稲 城 市 0.957

羽 村 市 0.986

あ き る 野市 0.724

西 東 京 市 0.905

26 市 平 均 0.976

近隣5市 平均 0.841

本 市 順 位 21

※ 　過去10か年の財政力指数の推移

区 分 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元

東 久 留 米市 0.848 0.831 0.810 0.805 0.808 0.818 0.832 0.840 0.841 0.837

26 市 平 均 1.024 0.981 0.941 0.934 0.938 0.954 0.977 0.986 0.984 0.976

近隣５市平均 0.873 0.843 0.816 0.814 0.819 0.830 0.841 0.846 0.845 0.840
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㋒公債費負担比率 

令和元年度決算における多摩２６市の公債費負担比率は、下の表のとおりです。本市の公債費負担

比率は８．０％であり、多摩２６市平均８．０％と同水準で、多摩２６市中１４番目に位置していま

す。財政規律の保持に努めているものの、さらなる改善が求められます。 

 

 

参考：令和元年度決算参考資料 

  

※ 　過去10か年の公債費負担比率の推移

（単位:%）

区 分 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元

東 久 留 米市 12.6 12.5 12.3 11.9 11.2 10.1 9.8 9.9 9.3 8.0

26 市 平 均 9.9 10.1 9.9 9.7 9.3 8.4 8.5 8.4 8.4 8.0

近隣５市平均 12.3 12.5 12.3 12.3 11.9 11.0 11.1 10.7 10.5 10.0
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健全化判断比率 

令和元年度決算結果は、下の表のとおりです。全ての指標において健全の範囲内となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：令和元年度決算参考資料 

 

 

 

 

 

実質赤字

比率

連結実質

赤字比率

実質公債費

比率

将来負担

比率

令和元年度算定比率 ― ― 0.3 ―

早期健全化基準 12.26 17.26 25.0 350.0

財政再生基準 20.00 30.000 35.0

財政健全化判断比率

財政健全化判断比率

22 23 24 25 26 27 28 29 30 元

実質赤字比率 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

連結実質赤字比率 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

実質公債費比率 4.7% 4.5% 4.6% 3.9% 2.6% 1.6% 0.7% 0.4% 0.2% 0.3%

将来負担比率 39.7% 31.2% 28.8% 24.0% 14.1% 3.8% ー ー ー ー

財政健全化判断比率の推移
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㋐実質赤字比率 

実質赤字比率とは、標準財政規模に対する一般会計等の実質赤字額の割合を言います。 

令和元年度決算における本市の実質赤字比率は、実質赤字額がないため多摩２６市と同様に「－

（数値なし）」となっています。 

 

㋑連結実質赤字比率 

連結実質赤字比率とは、標準財政規模に対する連結実質赤字額の割合を言い、公営企業会計を含む

すべての会計を対象にした実質赤字額や資金の不足額を対象とするものです。 

令和元年度決算における本市の連結実質赤字比率は、すべての会計において実質赤字額がないため

多摩２６市と同様に「－（数値なし）」となっています。 

 

㋒実質公債費比率 

地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、当該地方公共団体の標準財政規

模に対する割合で表したものです。準元利償還金として、公営企業債の償還財源に充当する繰出金や

地方公共団体の組合等に対する負担金・補助金のうち地方債の償還に充当されたもの等を加味してい

るものです。 

令和元年度決算における本市の実質公債費比率は０．３％であり、前年度比０．１ポイント増加し

ましたが、多摩２６市平均１．１％を下回り、多摩２６市中１０番目に位置しています。また、近隣

市平均２．０％も大きく下回り、近隣５市中１番低くなっています。 

 

㋓将来負担比率 

地方公社や損失補てんを行っている出資法人等に係るものを含め地方公共団体の一般会計等が将来

負担すべき実質的な負債が、標準財政規模の何倍あるかを示す比率を言い、地方債現在高、債務負担

行為に基づく支出予定額、一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入

見込額、当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等の見込額、退

職手当支給予定額のうち一般会計等の負担見込額等を加味しているものです。 

令和元年度決算における本市の将来負担比率は－１．４％であり、実質赤字額がないため「－（数

値なし）」となっています。 
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（２）東久留米市の現状 

［財政の状況］（参考：東久留米市の財政分析） 

本市の財政状況について、まず歳入については、国や都の制度に基づく事業が増加していることか

ら国都支出金が年々増加しており、５年間で５６億１，６３２万２千円、１０年間で８２億７，７８

３万５千円の増加となっています。また、歳入の根幹をなす市税は、令和元年度決算ベースで市民一

人当たり１４７，２３３円と、多摩２６市の平均１７３，７６５円を大きく下回り、２６市中２１位

と低位に位置しています。内訳は、個人市民税が市民一人当たり６５，９６３円（２６市中１６位）、

法人市民税が市民一人当たり６，００１円（２６市中２１位）と低位に位置しています。 

   

歳出については、少子高齢化の進行に伴い扶助費等が年々増加しており、５年間で４７億２，７０

９万円、１０年間で７５億３９４万８千円の増加となっています。 

このように、扶助費を中心とする社会保障関係費などの増加によって、引き続き、財政の硬直化が

続いています。今後も、このような厳しい財政状況が続くことが予測され、加えて、公共施設の老朽

化対策などの必要性も生じてきております。特に、本市の市民一人当たり投資的経費は２６市中２１

位であり、歳出面からもインフラ整備等が進んでいない状況がうかがえます。 

    

市税

16,697,651

地方譲渡税・税連動交付

金・交通安全対策特別交付

金・地方特例交付金

2,149,783

地方交付税

3,052,626

国都支出金

11,933,128

地方債

2,380,600

その他

2,555,171

【歳入】

38,768,959

平成２６年度

歳入

（単位：千円）

市税

17,213,914

地方譲渡税・税連動交付

金・交通安全対策特別交

付金・地方特例交付金

2,687,728

地方交付税

2,941,398

国都支出金

14,071,231

地方債

2,323,424

その他

5,147,586

【歳入】

44,385,281

令和元年度

歳入

（単位：千円）

人件費

5,337,959

扶助費

11,681,249

公債費

2,849,585

物件費

6,060,140

補助費等

4,264,712

繰出金

4,484,063

投資的経費

1,940,628

その他

983,403

【歳出】

37,601,739

平成２６年度

歳出

（単位：千円）

人件費

5,429,091

扶助費

14,354,760

公債費

2,269,771

物件費

7,018,806

補助費等

3,996,770

繰出金

4,912,030

投資的経費

2,599,920

その他

1,747,681

【歳出】

42,328,829

令和元年度

歳出

（単位：千円）
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財政調整基金とは、地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基金で、災害等

緊急時対応に必要なものです。財政調整基金については、平成２６年度末残高が約３１億５，５００

万円あったものが、平成２９年度末には約４６億３，０００万円まで増加しましたが、その後は、取

り崩さざるを得ない状況が続いており、令和元年度末残高は、約３０億２，３００万円となっていま

す。 

 

 

参考:令和元年度決算参考資料 

 

  

22 23 24 25 26 27 28 29 30 元

積      立      金 620 545 393 318 631 574 619 282 231 919

積立金取崩し額 0 0 0 0 0 0 0 0 1,364 1,393

年 度 末 現 在 高 1,268 1,813 2,206 2,524 3,155 3,729 4,348 4,630 3,497 3,023

（単位：百万円）
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（３）将来の予測 

［人口フレーム］ 

本市の総人口は、平成３０年１月１日時点の１１６，８３０人（外国人人口を含む）から減少する

ことが見込まれ、平成２７年から令和２年までほぼ横ばいで推移し、当初の推計より人口減少は緩や

かになっているものの、令和１２年には１１１，７９７人(対平成３０年比４．３％減)となるものと

推計されています。 

 

資料：東久留米市第５次長期総合計画基本構想・基本計画 
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［財政フレーム］（参考：第 5次長期総合計画策定に係る主要指数の推計） 

本市の歳入は、減少傾向になることが見込まれ、令和１２年度には４０５億６，１００万円(対令

和３年度比０．４％減)となるものと推計されます。一方、本市の歳出は、増加傾向になることが見

込まれ、令和１２年度には４１８億９，１００万円(対令和３年度比３．２％増)となるものと推計さ

れます。 

  その結果、令和１２年度には、歳入と歳出の差が▲１３億３，０００万円となるものと推計されま

す。 

 

本市の歳入及び歳出の推移（推計） 

 

（単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

本市の歳出における費目別推移をみると、義務的経費が増加傾向となることが見込まれ、令和１２年

度には、２２３億９，５００百万円(対令和３年度比５．０％増)となるものと推計されます。 

（単位：百万円） 

 

注：上段が経費、下段が構成比率 

 

 義務的経費とは、地方公共団体の経費のうち、法令や性質上、支出が義務づけられており、市の裁量で削減することが難しい経費で、

人件費、扶助費、公債費が該当します。 

 投資的経費とは、道路、学校などの公共施設の建設、改良などの整備への経費です。 

 

 

義務的経費の内訳の推移をみると、扶助費が増加傾向となることが見込まれ、令和１２年度には１４

３億２，２００万円(対令和３年度比３．９％増)となるものと推計されます。 

（単位：百万円） 

 

注：上段が経費、下段が構成比率 

 

 扶助費とは、社会保障の一部として各種法令に基づき、金品、物品などの給付に対する支出です。 

 人件費とは、特別職の報酬や一般職員の給料、退職金、共済費などの支出です。 

 公債費とは、借金返済に対する支出です。 
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３  財政運営の基本目標 

（１）基金の適正な水準維持及び運用等 

［東久留米市の現状等］ 

 本市では、これまで財政健全経営計画の基本方針における経営目標（財政調整基金の水準、運用）

として、財政調整基金は、標準財政規模の１０％相当を基準とし、経常的に２０億円確保するととも

に、経常経費に投入しない市政運営を目指してきました。また、基礎的な財政指標や健全化判断比率

に関しては、改善を目指し取り組んできました。 

令和元年度末における財政調整基金残高は、約３０億２，３２３万１千円となっており、本計画期

間の平成２８年度以降、直近の令和元年度までは、経常的に２０億円確保するという目標を達成して

おり、財政調整基金を経常経費に投入しない財政運営という目標についても達成しています。 

経常収支比率や健全化判断比率について、本市の令和元年度決算結果は、経常収支比率は前年度よ

り０．８ポイント減少し９３．７％となり、健全化判断比率は、実質公債費比率は前年度より数値が

０．１ポイント増加しましたが、他の３指標において「数値なし」であり、結果として全ての指標に

おいて健全の範囲内となりました。 

特定目的基金の残高は、令和元年度末現在で約２７億３，５９８万２千円であり、市民一人当たり

の残高で見ると、本市は多摩２６市の中では少ない状況です。また、特定目的基金のうち、施設の整

備等に活用するための基金である公共施設等整備基金の残高を見ると、令和元年度末現在で約１１億

３，４３４万２千円という状況になっています。 

総務省が示す統一的な基準による地方公会計（以下「地方公会計」という。）については、本市は

平成３０年度決算分から財務書類（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計

算書）を作成しています。発生主義・複式簿記を採用することで、現金主義・単式簿記だけでは見え

にくい減価償却費、退職手当引当金といったコスト情報、資産・負債といったストック情報の把握が

可能となりました。また、発生主義・複式簿記による財務書類を作成し、開示することにより、減価

償却費等を含むコスト情報・ストック情報が「見える化」され、住民や議会への説明責任をより適切

に果たすとともに、財政マネジメント等へ活用していくことが期待されます。地方公会計では、固定

資産台帳の整備を前提としているため、資産の情報を網羅的に把握することにより、公共施設マネジ

メント等への活用も期待されます。 

 

［これからの方向性］ 

・ 経営目標（財政調整基金の水準、運用）として財政調整基金は、標準財政規模の１０％相当を基

準とし、災害等に備えて２０億円確保するとともに、経常経費に投入しない市政運営を目指しま

す。 

・ 特定目的基金については、将来を見据え、計画的に積立てを行い、事業の目的に応じ有効活用し

ていきます。 

・ 基礎的な財政指標や健全化判断比率に関しては、改善を目指し、経年の動きを容易に把握できる

ように整理していきます。 

・ 健全化の判断基準を超えない場合であっても、財政指標等の数値が急激に変動したときは財政状

況の悪化が懸念されることから、直ちに検討等を加え、適正な対応を図っていきます。 

・ 複式簿記・発生主義を加えた地方公会計の活用について検討していきます。 
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（２）財政規律の保持 

［東久留米市の現状等］ 

本市では、これまで財政健全経営計画の基本方針で、将来に渡り持続可能な市政運営を行っていく

ために、臨時財政対策債(※)を含めて基礎的財政収支を通じて財政規律の保持に努めてきました。基

礎的財政収支は、平成２９年度までは、地方債の新規借入額が償還額を下回っていましたが、平成３

０年度、令和元年度は新規借入額が上回る結果となっており、一部未達成となっています。 

本市の近年の特徴としては、公債費のうち普通建設事業債分が占める割合は減少し、臨時財政対策

債分が占める割合が増加傾向にあります。臨時財政対策債については、地方交付税の代替措置として

設けられた特例債で、その元利償還金相当額は後年度に地方交付税の基準財政需要額に算入されま

す。よって、償還財源の目処がない地方債とは異なりますが、いわゆる債務であるとの認識の下、そ

の借入れに当たっては、これまでと同様に抑制することに努めることとしてきました。しかしなが

ら、令和元年度においては新型コロナウイルスの影響により今後歳入の減少や感染症対策に係る歳出

が生じることも考えられることから、発行可能額のほぼ満額に当たる１５億２，２５２万４千円の借

入れを行いました。 

(※)臨時財政対策債 地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第 5条の特例として

発行される地方債。地方交付税制度を通じて標準的に保障されるべき地方一般財源の規模を示す各地方公共団体の基準財政需

要額を基本に、自治体ごとに発行可能額が算定される。臨時財政対策債は、実際の借入れの有無に関わらず、その元利償還金

相当額が後年度に基準財政需要額に算入されるため、普通交付税により担保されていると言うことができる。 

 

[これからの方向性] 

・ 将来に渡り持続可能な市政運営を行っていくために、多額の後年度負担が生じないよう財政規律

の保持に努めていきます。 

・ 臨時財政対策債は、特例地方債であることから、できる限りこれに頼らない財務体質へと転換で

きるように努めていきます。 

・ 一定程度の債務残高の減少を条件に中長期的な視野に立って、最低限の例外として、企業等誘導

などにより税収等の確保が期待できる事業や行政サービスを維持するために計画的に進められる

公共インフラ整備、集約事業（公共施設マネジメント）などに限定して、普通建設事業債を発行

することは可能としていきます。 
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（３）財政身の丈の市政運営 

［東久留米市の現状等］ 

全国的に、少子高齢化を背景に社会保障関係費が全般的に増加し、扶助費の決算額は年々増加して

います。扶助費は市民生活に直結し、国の法令に基づき行われているものが多いことなどから、各扶

助の内容を変更することは難しいうえ、ここ数年は社会経済状況に回復基調がみられるものの高齢化

などを要因に、扶助の対象者は増加傾向にあり、歳出を抑制するのが困難な状況にあります。本市の

令和２年１月時点の高齢化率は約２８．４％と高く、多摩２６市で４番目である一方、担税力のある

生産年齢世代は年々減少しています。 

令和元年度決算（歳入４４３億８，５２８万１千円）のうち、自主財源の基盤である市税の歳入に

占める構成比率は３８．８％であり、平成３０年度比０．９％増となっているものの、本市の税収構

造は極めて脆弱です。財政力指数についても、０．８３７と多摩２６市中２１位と低位に位置してお

り、引き続き厳しい財政運営を余儀なくされています。 

義務的経費については、平成２６年度決算では総額１９８億６，８７９万３千円（市民一人当たり

１７０，５５６円）だったものが、令和元年度決算では総額２２０億５，３６２万２千円（市民一人

当たり１８８，６２８円）に増加しました。また、市税と比較して義務的経費の方が伸び率が高く、

他の市民サービスに充てられる財源が少なくなってきており、財政の硬直化が進んでいると言えま

す。 

こうした厳しい財政状況にあって、本市では「財政身の丈の市政運営」に努め、基礎的自治体とし

ての責任を果たしつつ、その実現のためには社会情勢の変化や行政ニーズを的確に捉え、民間の活力

も活用しながら、常に歳入と歳出構造を見直し、その改善を図るべく不断の行財政改革を推し進めて

いくことが肝要です。 

 

［これからの方向性］ 

・ 社会情勢の変化や行政ニーズを的確に捉え、民間の活力も活用しながら、常に歳入と歳出構造の

改善を図るべく不断の行財政改革に努めていきます。 

・ 常に費用対効果を精査した上で事務事業の実施及び改善に努めていきます。 
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４  市政運営の方向性                

（１）将来に向けた業務執行体制等の確立 

ア 行政評価の有効的な活用 

［東久留米市の現状等］ 

 業務の改革改善は、職員一人ひとりが意識を持って取り組んでいく必要があります。行政評価制

度は、それを実現させるためのツールです。 

本市では、平成１４年度から、市民視点に立った成果重視の行政運営を実現するとともに市民に

対する説明責任を果たすため、全ての事務事業を対象に「事務事業評価」を実施し、毎年度、その

結果を公表しています。平成２８年度からは、業務フローの改善及び制度改正の方向性について自

己評価する仕組みに変更するとともに、改革・改善の余地が見出された事務事業については実行プ

ランに反映することで、業務の改革及び改善のツールとして機能するよう取り組んできました。し

かし、制度開始から１５年以上が経過し、これまで様々な取組みを実施してきた結果、既存事業に

対する削減効果が生まれづらくなっています。 

 市民視点から客観的な行政評価を実現するとともに、行政評価制度のさらなる強化促進を図るこ

とを目的として、平成２６年度の試行実施を経て開始した「事務事業に関する外部評価」は、それ

以前の事業の要不要や事業費の減額という視点ではなく、より良い市政運営へとつなげていく持続

可能な行政評価の仕組みとして運用しています。また、外部評価は行政の取組み全般にわたる評価

を行うものであることから、東久留米市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和３年３月版）の進

捗管理も行政評価（外部評価）の一環として行うこととしました。 

 

[これからの方向性] 

・ 行政評価制度を行政改革のツールとして活用していくために、第一義的に事務事業の実施及び

説明責任を負う担当所管において、実効性、効果などを検証し、評価する仕組みを継続し、制

度に対する職員の目的意識を醸成する取組みについて検討するとともに、より効果的、効率的

な評価手法について調査、研究していきます。 

・ 事務事業評価の中で業務改善を促す方法について検討を進めていきます。また、各事業に明確

な目標を持って取り組むことが重要であることから、目標設定の考え方を示し、組織の中で共

有する取組みを検討していきます。 

・ 現行の施策評価では個別の事務事業の重さ軽さが表現しきれていない点に課題があることか

ら、事務事業の貢献度を量るような手法を検討していきます。 

・ 外部評価は、行政改革のツールとして有効であることから、継続していきます。ただし、外部

評価は自己評価と比較して情報の質と量が必要であることから、外部評価に EBPM(※)の考え方

を導入することを調査、研究していきます。 
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・  施策評価及び事務事業評価では、目標管理型事務事業評価を行っていくことのみならず、個別施

策、事務事業が真に効果を有するかを検証する因果関係評価、不要な事業等を洗い出す行政事業

レビューの技術的方策等も調査、研究していきます。 

(※）EBPM Evidence-based Policy Making の略で、平成 30年度内閣府取組方針によると「政策の企画立案をその場限りのエ

ピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで政策効果の測定に重要な関連を持つ情報やデータ（エビデンス）

に基づくものとすること」とされている。 

 

イ 業務の効率化、標準化及びＤＸの推進 

[東久留米市の現状等] 

 本市においては、ICT推進プランを策定し、ICT推進の方向性を明確にし、効果的で効率的な行財

政運営につなげる取組みを進めています。これまで運用プロセスの再構築や情報システム等の活用

等によって、事務の合理化、簡素化が図られるように検討等を加え、また、各事務事業の運営経費

等についても、縮減が図られるよう見直しを行ってきました。令和元年度以降は、各業務に段階的

に RPAを取り入れて業務プロセスを見直すことにより、事務の効率化を図っています。現状では

RPA のシナリオを作成・修正できるのは特定の職員に限られる状況であることから、人材の育成が

課題です。また、令和３年度からは文書管理システムの稼働により、事務の効率化、ペーパーレス

化等が促進されることが期待されます。 

 一方、内閣府が示した「経済財政運営と改革の基本方針２０２０」では、感染症対応策の実施を

通じて行政分野でのデジタル化・オンライン化の遅れが課題として示されました。地方公共団体で

は、デジタル化の遅れに対して迅速に対処するとともに、制度や組織の在り方等をデジタル化に合

わせて変革していくデジタル・トランスフォーメーション（DX）が求められています。こうした

中、国において「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画（以下「DX推進計

画」という。）」が策定され、地方公共団体においては、自らが担う行政サービスについて、デジタ

ル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させるとともに、デジタル技術や AI等の活用によ

り業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げていくことが求められていま

す。 

 

[これからの方向性] 

・ 民間企業では効率化のための業務の見直しを投資として行っており、国においてもデジタル庁

を新設しました。DXの推進に当たっては、本市においても組織全体で推進します。 

・ DX の推進に当たっては、組織体制の整備、必要な人材の育成・確保及び計画的な取組みに努め

ます。 

・ DX 推進計画では、マイナポータルを活用した行政手続のオンライン化が求められています。こ

れを含めた行政手続のデジタル化により、市民の利便性向上とともに業務の効率化を進めま

す。 

・ RPAの業務への活用については、全庁的に推進していきます。 
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・ 「デジタル・ガバメント実行計画」では、地方公共団体の主要な１７業務を処理するシステム

の標準仕様を国において作成するとしています。これを受け、今後の該当システムの更改に当

たっては、標準仕様を前提に検討を進めていきます。 

・ ペーパーレス化や押印廃止等に取り組むことで、従来の業務フローを見直し、効率化を図り、

住民サービスの向上を目指します。 
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（２）人材の育成と職場環境の向上 

ア 人材の育成 

[東久留米市の現状等] 

 市民ニーズが多様化・複雑化し、刻々と変化する社会情勢の中で、専門的な知識を持ち、地域の

ために貢献できる職員が求められています。さらに、人口減少社会にあっても自治体が持続可能な

行政サービスを提供し続けるため、最小の職員数で最大の効果を上げる職員体制の構築が求められ

ています。 

こうした中、本市においては、平成２１年３月に「東久留米市職員人材育成基本方針」を策定

し、これまで同方針に基づく様々な取組みを行ってきました。令和２年２月には、同方針を改定

し、人材の育成に努めています。 

 

[これからの方向性] 

・ 民間活力の導入、業務のシステム化の推進に伴い、職員には、自分以外の者に業務を適切に執

行させるマネジメント能力が求められます。こうした知識の習得に向けた研修等の構築を検討

していきます。 

・ 若手職員には、ジョブ・ローテーションを通じて市政を広く経験するとともに、手話、外国語

等の市民インターフェイスとしての能力も内部、外部研修等を通じて習得できるよう調査、研

究していきます。 

・ 職員のより専門的な能力開発に向けて専門の研修機関、大学院等の社会人枠の活用、ある分野

のエキスパートとして活躍するキャリアパスの仕組みについて調査、研究していきます。ま

た、管理職のマネジメント能力の向上に向けて、プロセス管理手法の取得や企画立案の知識向

上、戦略的スキルアップのための研修等に派遣するなども調査、研究していきます。 
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イ 人事評価制度の活用 

[東久留米市の現状等] 

 本市においては、平成２８年度から人事評価制度を本格導入し、令和２年度から全ての職員に対

し、人事評価結果の給与反映を実施していますが、評価者により評価にばらつきが生じることが課

題として挙げられます。 

 

[これからの方向性] 

・ 職員自身が仕事の意義や社会的意義を理解し、優先順位と目標を定め仕事をマネジメントする

こと、さらに、管理職には部下への業務配分、健康管理及び信頼される評価者としての役割が

求められます。人事評価制度の取組みの中で、組織全体の職員の経営能力の育成が図れるよう

に進めていきます。 

・ 「動機付け・衛生理論(※)」では、達成感、承認、責任等が動機付け要因に当たり、これらが

働き甲斐につながってくると考えられます。職員が業務の改善に真摯に取り組み、満足度や達

成感が高められるように進めていくとともに、給料、処遇等でも適正な評価を受け、納得感が

得られるように制度充実を図ります。 

(※）動機付け・衛生理論 アメリカの臨床心理学者、フレデリック・ハーズバーグが提唱した職務満足及び職務不満足を引き

起こす要因に関する理論。人間の仕事における満足度は、ある特定の要因が満たされると満足度が上がり、不足すると満足

度が下がるということではなくて、「満足」に関わる要因（動機付け要因）と「不満足」に関わる要因（衛生要因）は別の

ものであるとする考え方。 

 

 

ウ ワークライフバランスの推進 

[東久留米市の現状等]  

職員が能力を最大限発揮し業務に取り組んでいくためには、仕事と生活を共存させていくための

働き方の改革、職場環境の整備等が必要です。 

 人口減少や少子高齢化が進む中、平成２８年６月、国において「ニッポン一億総活躍プラン」が

策定され、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにする

ための改革である「働き方改革」が進められています。 

 本市においては、平成１５年の「次世代育成支援対策推進法」制定を受け、平成１７年４月に

「東久留米市次世代育成支援特定事業主行動計画」を策定し、以後５年ごとに同計画の見直しを行

ってきました。直近では、令和２年３月に見直しを行い、ノー残業デーの設定、勤務終了後の定時

に一斉消灯することによる職員への退庁勧奨等によりワークライフバランスの向上に取り組んでい

ます。 

 一方、テレワークについては、感染症の拡大の未然防止を図るとともに、本来の職場を離れても

引き続き業務に従事することを可能とし、行政機能の維持を図ることが重要とされていますが、本
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市においては、業務の見直しや情報システムのセキュリティ確保等が課題となっています。また、

窓口職場等は現段階ではテレワークに馴染まない状況です。 

 「治療と仕事の両立」を図るための取組みは、労働者の健康確保という意義とともに、継続的な

人材の確保、労働者の安心感やモチベーションの向上による人材の定着・生産性の向上等の意義が

あります。本市においては、人工透析・抗がん治療を病気休暇の対象とする等の取組みを実施して

います。 

[これからの方向性] 

・ 男女を問わず年次休暇、育児休暇制度等を取得しやすい環境づくりの整備についても検討して

いきます。 

・ テレワークのあり方については、その実施も含めて調査、研究していきます。 

・ 職員が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自ら選択できるようにするため、長時間労

働の抑制に向けて取組みを進めます。 

 

 

エ 給与の適正化 

[東久留米市の現状等] 

 本市においては、東京都給与体系に準拠し、給与の適正化に取り組んでいます。 

 令和２年４月１日現在、一般行政職における平均給与月額は４２０，８８７円で多摩２６市中１

６番目であり、全職種における平均給与月額は４０４，６６７円で２６市中１９番目となっていま

す。このように本市の職員給与は、２６市平均比較において低位に位置している状況です。また、

地域手当についても１０％と２６市中下から２番目となっています（ただし、国の官署がない地域

である本市の地域手当は総務省が示しており、６級地６％となっています）。 

 なお、級地区分（地域手当）に関しては、職員給与以外にも様々な制度の算定基礎としても活用

されており、その影響は大きな課題となっています。こうしたことから、近隣市と比較して抑制さ

れている級地区分の是正に関して、国に対する働きかけを行っています。 

 また、地方公務員法改正による会計年度任用職員制度への移行に伴い、令和２年度から当該職員

への期末手当の支給を開始しました。 

 今後、国家公務員の定年引上げに伴い、地方公務員の定年が引き上げられるとともに、役職定年

制が導入される場合には、給与体系、退職手当等について検討していく必要があります。 

 

[これからの方向性] 

・ 東京都の給与体系に準拠し、職員の給与の適正化に努めていきます。 

・ 地域手当の課題については、職員給与以外にも介護報酬、保育所運営費などの国庫負担金、障

害福祉サービスの報酬等の算定基準とされており、地域格差を生じさせる要因にもなることか

ら、国に対する働きかけを継続していきます。 



25 

 

オ 定員管理の適正化 

[東久留米市の現状等] 

 平成２８年度以降は、定員管理の適正化を実行プランの取組みの一つに位置付けました。その中

で民間活力の活用、フルタイム再任用職員等多様な雇用形態の活用、その他職種任用替えの柔軟な

運用を適切に実施していくこと等により、最小の職員数で最大の効果を挙げる職員体制を目指して

きました。 

一方で、国や東京都からの事務移管や災害対応、感染症の発生等の突発的な事象等業務が増加し

ています。また、新規採用予定者の内定辞退や職員の疾病による長期休暇など、現実には計画上の

職員数を満たさない状況もあります。職員の給与や定員の削減を通じた人件費の削減には限界があ

り、職員の士気、意欲の低下や行政サービスの低下を招かないようにすることも重要です。 

臨時・非常勤職員が地方行政の重要な担い手となっている中で、臨時・非常勤職員の適正な任

用・勤務条件を確保するため、地方公務員法が改正され、令和２年４月１日から、これまでの臨時

職員及び嘱託員が会計年度任用職員に一本化されました。 

今後は、定年延長や国の制度を踏まえ、必要に応じ定員管理の考え方を整理していく必要があり

ます。 

障害者雇用については、法定雇用率を踏まえ、適切に対応するよう努めていく必要があります。 

 

[これからの方向性] 

・ 行政需要の多様化・複雑化、地方分権による権限移譲等による業務の増大に対し、業務改善及

び効率化に努めながら、民間活力の活用等により、引き続き定員管理の適正化に取り組んでい

きます。 

・ 民間企業における「経営指標による適正数分析」を参考に、地方公共団体の経営分析にふさわ

しい指標の設定について調査・研究していきます。 

・ 定員管理に当たっては、年齢構成ができるだけ平準化するよう採用時に工夫していきます。 

・ 会計年度任用職員については、各職の必要性を十分吟味したうえで、適正な人員配置に努めて

いきます。 
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（３）歳入の確保 

ア 市税等の確保 

［東久留米市の現状等］ 

本市では、少子高齢化の進行に伴う社会保障関係費の増大や先行き不透明な経済状況等により、

厳しい財政運営が続いている中、市税等の徴収に関しては、確実に確保していくことを基本とし、

税の本質に沿って適切な対応を執り、高い収納率の維持と更なる向上に取り組んできました。 

平成２７年３月には、「東久留米市債権の管理等に関する条例」を制定し、債権管理体制の強化を

図っています。ここでいう債権には公債権に加え私債権が含まれており、徴収についてのノウハウを

有する市民部納税課で一元的に管理することで、実効性を高めています。この一元化の取組みは平成

２８年度に東久留米市債権管理指針の策定、平成２９年度から保育運営費保護者負担金の子育て支

援課からの一部債権の納税課への移管、平成３０年度から介護保険料の管理・徴収事務の納税課への

移管といったように段階を経て債権滞納管理体制の強化を図ってきました。 

また、令和３年１月からは、スマートフォン決済アプリを利用して市税等の納付を可能とし、納付

環境の拡充にも取り組んできました。 

 

[これからの方向性] 

・ 市税等の適正な徴収に努めることは市民負担の公正公平性を担保することになり、市の大切な

役割であることから、引き続き税外収入を含め適正な徴収と収納率の向上に努めていきます。 

 

 

イ 受益者負担の適正化 

[東久留米市の現状等] 

公共施設の利用や各種証明書の発行など特定の公共サービスについて、利用する人としない人と

では、行政コストの発生に違いが生じることから、本市では、その公平性を保つため、そのサービス

に応じて負担を求める受益者負担の考え方に則り、使用料や手数料を設定しています。 

平成２６年度には学識者、市民委員等で構成された「東久留米市公共施設使用料のあり方検討委員

会」での議論を踏まえ、公共施設使用料の改定を行い、今後は原則として４年に一度の見直しを行う

こととしています。見直しにあたっては、経常的維持管理費に加え減価償却費も加えて算出すること

とし、施設整備に要する費用も含めた料金設定としました。 

また、各種証明書の発行などの事務手数料については、受益者負担の原則を踏まえ、原価や近隣市

の状況などの観点から検討を行い、平成２８年度に料金改定を行いました。 
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[これからの方向性] 

・ 税金により各種のサービスが提供されていることに鑑みれば、サービスを利用する人とそうで

ない人との負担の公平性という受益者負担の考え方に則り、適正な徴収に努めます。 

・ 公共施設使用料については、東久留米市公共施設使用料のあり方検討委員会から提出された報告

書に示された考え方に基づき、見直しを行っていきます。 

・ 将来的な施設更新や再編の費用も加味して、施設の使用料を設定する考え方についても調査、研

究していきます。 

・ 使用料、手数料及びその他負担金等については、近隣市の状況を考慮しつつ、行政コストを検証

した上で、時々に応じて定期的に見直しを行い、必要な対応を検討していきます。 

 

 

ウ その他自主財源の創出 

[東久留米市の現状等] 

 本市では、他市と比較して広告等収入の取組みが少なかったことから、実行プランに「有料広告

の充実」を掲げ、本庁舎及びスポーツセンターに設置してある市内案内板、広報紙、ホームペー

ジ、指定収集袋等への広告掲載、東久留米駅西口昇降施設への広告枠の設置など、公共施設などに

広告を掲載することで、広告料を得る取組みを行っています。また、暮らしの便利帳や AEDへも広

告掲載を実施しており、これは市が直接広告料を得られなくても、引き換えに事業者が無償で事業

を実施することで、市の歳出削減に繋がる事業手法にも取り組んでいます。また、これ以外にスポ

ーツセンターにはネーミングライツを導入しています。 

こうした取組みは、自主財源を得る手段として多くの自治体で行われており、本市でも常に新た

な実施可能性について調査・検討しているところです。 

ふるさと納税については、これまで市のホームページによる周知と、庁舎窓口での納付受付でし

たが、年間の申込件数は近隣自治体と比較しても著しく低い状況でした。また、市民が他市に寄付

することによる市税の流出増加は看過できない状況であったことから、令和 2年度より民間事業者

のポータルサイトへ掲載し、情報発信を強化するとともにクレジット決済を可能とすることで納付

環境の整備を図るなど、寄付金額の増加に取り組んでいます。また、ふるさと納税を通して本市の

全国的な知名度の向上と、地域産業の活性化に資することも期待されます。 

 様々な自治体でクラウドファンディングが実施されており、被災地の復興や、最近では新型コロ

ナウイルス感染症対策へもクラウドファンディングが活用されています。いずれも広く周知が可能

な広告媒体を用いて実施しており、事業目的も明確です。本市においてもふるさと納税のポータル

サイトへ登録したことで、事業実施の可能性を探る環境は整えられたと考えています。 

 

 

 



28 

 

[これからの方向性] 

・ 新たな自主財源の確保については、引き続き調査・研究し、積極的な財源確保に努めます。 

・ ふるさと納税制度については、本来本市へ納税される財源が他自治体へ流出している状況があ

り、それを補填するためにも積極的に活用し、自主財源の確保に努めます。 

・ クラウドファンディング(※)については、他の自治体の先行事例も参考にしながら調査、研究し

ます。 

（※）クラウドファンディング ある目的、課題解決などのために不特定多数の人から資金を集める行為、またはそのためのネッ

トサービスのことをいう。地方自治体が行うクラウドファンディングについては、寄付金控除が適用される。 
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（４）歳出の効率性・有効性の向上 

ア 行政需要の把握と市民サービスの適正化 

[東久留米市の現状等] 

少子高齢化に伴う社会保障関係費の増加で１０年前と比較すると扶助費が大きく増加しており、

この傾向は今後ますます進むことが予想されます。また、１０年前と比較し国都支出金の額が増加

していることから、市が実施する事業も、国や東京都の制度に基づいたものが増加しています。今

後、国や東京都の制度が改正等された場合には、市の一般財源による負担分の増加も考えられま

す。 

将来的な人口規模や人口構造の変化も見込まれる中、行政需要や市民ニーズも変化することが想

定されます。時々の社会情勢に応じた需要の把握と、それに対応した行政サービスを考えていく必

要があります。 

 

[これからの方向性] 

・ 少子高齢化に伴い大きく社会情勢が変わっていくことから、真に公助を必要とされるものへ絞

り込み、他市の状況等を参考にしながら、適正なサービス水準になるよう事業の必要性を含め

検討していきます。 

・ 義務的でない給付、手当については、東京都、近隣市などの状況も考慮しながら、適正な水準

となるよう、見直しの余地がないか検討します。 

・ 制度改正等が行われた際、現行のサービスや重複するサービスを整理し、見直しも含めて検討

します。また、国や東京都の時限的な補助制度に基づく事業は、制度の改正等に合わせて市の

事業を見直します。 
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【補助金について】 

補助金は、政策的補助金と行政補完的補助金に区別してそれぞれを評価し、政策的補助金は事務

事業評価により評価し、行政補完的補助金は平成２８年度からモニタリング調査を実施し、委託化

の可能性を検証してきました。その結果として、行政補完的補助金の対象事業については、市民や

団体等の協力を得ながら事業を実施しており、委託化よりも効果的であることが明らかになりまし

た。 

 

[これからの方向性] 

・ 行政補完的補助金は、事務事業評価の中で評価していきます。その検証にあたっては、共通業

務運用指針に示された考え方に基づき、見直しを行っていきます。 

・ サービス向上の視点から同額の補助金であってもより効果の高い方法等はないか検証できる評

価方法について調査、研究していきます。（代替手法、担い手など） 

・ 国、東京都等の特定財源を伴う市から交付している補助金等は、国、東京都等の動向等も踏ま

えながら、補助金が削減又は廃止された場合の対応を検討します。 

 

 

イ 特別会計及び下水道事業会計繰出金の抑制 

[東久留米市の現状等] 

特別会計は、本来独立採算により運営することが原則ですが、適正化に向けた様々な取組みをし

つつも国民健康保険特別会計などでは、事業運営のための財源が確保できず、一般会計からの赤字

補填としての繰出金を加えて運営しています。 

 

【国民健康保険】 

国民健康保険は、被保険者の所得水準が低く年齢構成が高いこと、医療技術の進歩等に伴い被保

険者一人当たりの医療費が増加していることなどから、一般会計からの法定外繰入により決算補填

を行い運営しています。このような状況の中、本市においては、実行プランに「国民健康保険特別

会計の健全化」を掲げ、医療費の適正化、税率の改正等に取り組み、一般会計からの繰入金の抑制

に努め、国保財政の健全化に取り組んできました。 

平成３０年度には国民健康保険制度が改正され、新たに都道府県が区市町村とともに国民健康保

険の保険者となりました。これにより、東京都が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や

効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、市は、資格管理、保険給付、保険料率の

決定、賦課・徴収、保健事業等を引き続き担うこととなりました。 

また、国民健康保険特別会計の法定外繰入等の解消に向けた着実な取組みの推進のため、国からは

赤字市町村に対して国保財政健全化計画の作成が求められており、本市においても令和元年度に数

値目標を入れた同計画を策定しました。 
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【下水道事業】 

下水道事業については、実行プランにおいて、令和２年度からの地方公営企業法の一部適用・公

営企業会計化に向けた取組みや下谷ポンプ場の流入区域縮小について実施してきました。また、下

水道使用料については、平成２５年４月に使用料改定を行い、適正な受益者負担による下水道使用

料の設定に取り組んできました。 

令和２年度には将来の収支見通しを踏まえた今後１０年間の目指すべき経営目標とそれに向けた

具体的な取組みを示す中長期的な経営の基本計画である、「東久留米市下水道事業経営戦略」を策定

し、取組みを進めています。同経営戦略期間中（令和３～１２年度）の一般会計からの基準外の繰

出金については、従前と比べ減少とはなるものの、引き続き必要となる見通しとなっています。 

 

［これからの方向性］ 

・ 今後もますます一人当たりの医療費は増加することが予想されることから、独立採算の原則に

即して、社会情勢等も踏まえ、引き続き国民健康保険税率の適正化に努めるとともに、予防・

健康づくり等の取組みを充実させ、医療費の抑制に取り組みます。 

・ 下水道事業会計について、雨水事業は雨水公費の原則から引き続き一般会計からの繰出金で対

応していくことが必要ですが、汚水事業は受益者負担を原則とし使用料収入で汚水処理事業を

賄うことを目指し取り組んでいきます。 

 

 

ウ 新規事業の立案における効率性・有効性の確保 

［東久留米市の現状等］ 

本市では、これまで財政健全経営計画において「歳出の抑制」を掲げ、各種手当の見直しを行う

など行政サービスの適正化や、事務事業評価により改革・改善を促し行政運営の経費削減等を図る

など、歳出削減に取り組んできました。 

今後は、少子高齢化や人口減少、税収の伸び悩みや福祉需要の増大など、地方自治体の行財政運

営を取り巻く環境は厳しさを増すものと予想されます。こうした状況に対し、限られた資源を効果

的、効率的に活用する中で、持続可能な行財政運営を図っていくことが求められています。 

 将来を見据え、持続可能な行財政運営を行うためには、社会情勢の変化や行政ニーズを的確に把

握し、事業やサービスを実施する前の計画段階にて、より良い意思決定ができるよう効率性や有効

性を意識して取り組んでいくことが重要になります。 
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［これからの方向性］ 

・ 新規事業の立案にあたっては、事業の妥当性、効率性、有効性の観点から以下の点に留意し、事

業内容をチェックし分析した上で、事業の実施の可否を判断します。 

① 複数の代替案の実証的な比較・検討 

② 行政需要の把握 

③ 可能な場合には、実証実験や時限見直し条項による試行 

    ※ただし、災害対応等で緊急的に実施するものは除く。 

・ 行政評価手法の中で目標を達成できた、計画の質が良いなど、評価が良い場合に予算に反映され

るなどインセンティブをもたせられるような制度設計について調査、研究していきます。 
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（５）公有財産の適正な管理と有効活用 

[東久留米市の現状等] 

本市では、平成２９年２月に「東久留米市公共施設等総合管理計画」を策定し、インフラの老朽

化対策に関する基本的な考え方を改めて整理することで、財政負担の軽減及び平準化、公共施設の

効率的な活用と適正な維持更新の実現を図る公共施設マネジメントの取組みを進めています。ま

た、同計画では、用途廃止となった施設や利活用されていない施設の取扱いについて、貸付けや売

却などにより将来の公共施設整備の原資とするとしています。近年の実施例では、ごみ対策課庁舎

余剰地の駐車場としての貸付け、ごみ集積所跡地の売却などがあります。同計画については、個別

施設計画の策定に伴い実施する点検・診断や個別施設計画に記載した対策の内容等を反映させるな

ど、国からは見直しを実施し順次充実させていくことが求められています。 

今後、人口急増期に建設された学校施設などが比較的短期間に続けて更新時期を迎えることが予

想されることに加え、老朽化などにより改修工事を要する公共施設が多く、費用の平準化を図って

いるものの、単年度の財政負担が大きくなっています。引き続き、施設保全計画や公共施設整備プ

ログラムに沿って、定期的な施設の点検とその結果を基にした施設の維持、更新を行っていく必要

があります。 

北部・北西部地域は、公共施設の再編に向けた施設機能のあり方について、令和元年度より公共

施設マネジメント推進委員会にて検討に着手し、北部地域については、子育て支援機能のハード面

の課題解決を図るため、他の施設機能との複合化も含めて検討を行っており、北西部地域について

は、旧下里小学校の跡利用について検討を進めています。 

また、令和元年度から、地方公会計への移行に伴う固定資産台帳の整備により、公共施設等の情

報の管理を効率的に行うことができるようになりました。今後は、これらのデータを財政マネジメ

ント等へ活用していくことが期待されています。 

[これからの方向性] 

・ 施設の維持更新にあたっては、将来的な人口規模と年齢構成の変化に鑑みながら、施設の適正な

配置を含め、集約化・複合化等の施設機能を高める方策についても十分検討していきます。 

・ 公共施設の維持更新には今後巨額な経費が必要となる中、公共施設マネジメントを着実に推進す

るため、公共施設等整備基金への計画的な積立て、用途廃止となった施設の貸付けまたは売却等

により財源を確保することを検討します。 

・ 普通財産については、適正な維持管理に努めるとともに、未利用になっている土地等について

は、貸付けや売払いなどの有効活用を検討していきます。 

・ PPP/PFI（※）などによる民間活力の導入など、施設の維持更新にあたって経費的に有利になる方

法を調査、研究していきます。 

・ 地方公会計による財務書類、固定資産台帳等のデータを活用し、公共施設のセグメント分析（事

業別等）について、検討していきます。             
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（※）PPP（Public Private Partnership：パブリック・プライベート・パートナーシップ） 公共サービスの提供に民間が参画

する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間のノウハウを活用し、効率化や公共サービスの向上を目指すもの。（参

考：国土交通省） 

PFI (Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ） 公共施設等の建設、維持管理、

運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法。これにより、国や地方公共団体等が直接実施

するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる。（参考：内閣府ホームページ） 
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（６）公民連携の推進 

ア 民間活力の導入 

[東久留米市の現状等] 

本市では、民間のノウハウ、専門性を活かし、経費の抑制と行政サービス水準の向上のため、これ

まで民間活力の導入に取り組んできました。 

市立保育園については、民間活力の導入により、待機児童の解消に向けた定員の拡大や、多種多様

な保育サービスを充実することで、保護者の選択肢を拡大してきました。 

指定管理者制度については、これまで市民プラザ・各地域センター（３施設）・各地区センター（８

施設）・さいわい福祉センター・各児童館（４館）・スポーツセンター・生涯学習センター・図書館（地

区館３館）に同制度を導入してきました。令和３年４月からは新たに中央図書館（一部の直営サービ

スを除く）にも同制度を導入しました。 

学童保育所については、令和２年４月から、金山学童保育所及びくぬぎ第一・第二学童保育所に民

間活力を導入しました。さらに令和４年４月には、新たに３校区を選定し、民間活力を導入すること

としています。 

 

[これからの方向性] 

・ これまで実施してきた民間活力の導入を継続していきます。 

・ 民間活力導入後、業務が適切に執行されているか管理監督するため、モニタリングや評価のあり

方について、判断基準を明確にするなど検討していきます。 

 

 

イ 新たな事業手法の導入 

[東久留米市の現状等] 

平成３０年度から、街灯の LED 化工事及び維持管理を ESCO事業（省エネルギー改修にかかる全て

の経費を光熱水費の削減分で賄う事業）で実施し、財政負担及び維持管理業務を軽減するとともに環

境負荷の軽減を図っています。 

また、民間事業者と協定を結び、令和元年度より本庁舎を含めた公共施設に広告付き AEDを設置す

ることで、設置費用や維持管理費の削減と事務負担の軽減を図っています。 

さらに、新たな事業機会の創出や民間投資の喚起を図るとともに効率的かつ効果的な公共施設の

整備を進めることを目的として、平成２９年２月に「東久留米市 PFI等手法導入優先的検討規程」を

策定しました。これに基づき、東久留米市都市計画自転車駐車場整備事業において、PFI等手法（DBO

方式（※１））を用いて事業を推進しています。 

（※１）DBO（Design Build Operate：デザイン・ビルド・オペレート）方式 施設整備に係る資金調達は本市が行い、事業者

が本施設の設計及び建設等の業務を行った後、維持管理及び運営業務を遂行する方式。（参考：東久留米市都市計画自転

車駐車場整備事業特定事業の選定について） 
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[これからの方向性] 

・ 民間の創意工夫を最大限活用し事業化へ反映するため、サウンディング（※２）による市場の

意向調査、事業者からの提案に基づく随意契約保証型の民間提案制度などについて、調査、研

究していきます。特に民間提案制度は、地元企業の提案によって、行政課題の解決、市民サー

ビスの向上、地元企業の活性化等のメリットが期待されます。 

・ 公共施設の運転管理や保守点検、修繕・改良などを包括的に行うことでより効率的に施設の管

理を行っていく包括施設管理業務委託方式等、先進事例について、調査、研究していきます。 

・ PPP/PFI案件の形成のため、企業にとっては参画することで地域に貢献できる、自治体にとって

は地元の企業に活躍してもらうなど、お互いにメリットがあるという意識の醸成や、PPP/PFI事

業のノウハウ習得と案件形成能力の向上を図るための「地域プラットフォーム（※３）」の設置

や、それを支援する国の仕組み（地域プラットフォーム形成支援事業）について調査、研究し

ていきます。 

（※２）サウンディング型市場調査 事業発案段階や事業化段階において、事業内容や事業スキーム等に関して、直接の対話に

より民間事業者の意見や新たな提案の把握等を行うことで、対象事業の検討を進展させるための情報収集を目的とした

手法。対象事業の検討の段階で広く対外的に情報提供することにより、当該事業への民間事業者の参入意欲の向上を期

待するものである。（参考：国土交通省総合政策局「地方公共団体のサウンディング型市場調査の手引き」） 

（※３）地域プラットフォーム 地域の企業、金融機関、地方自治体等が集まり、PPP/PFI事業のノウハウ習得と案件形成能力の

向上を図り、具体の PPP/PFI案件形成を目指した取組み。（参考：内閣府ホームページ） 
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５  安定的な自主財源確保のための地域活力の向上 

（１）地域経済の安定化や活力等の向上への取組み 

[東久留米市の現状等] 

 本市はこれまで、市と農商工業者で構成される地域産業推進協議会を中心に、地域産業活性化に

取り組んできました。具体的な取組みとして、地域の農産物を使った特産品の開発、「地場産野菜の

料理教室」、市内事業者との共催事業として「農業体験ウォーキング」、市内事業者の転出防止、企

業誘導を目的とした「市内の金融機関との意見交換会」「立地希望者情報の提供事業」、創業支援の

ため「シェアキッチン」の設置、より市民目線に近い形で情報発信していく「Facebook・Instagram

の東京はしっこチョコっと東久留米」「はし☆チョコショートムービーコンテスト」などがありま

す。 

また、平成２８年３月に「東久留米市農業振興計画」を策定し、令和７年度までの１０年間の農

業施策の取組みを推進してきました。令和２年度には同計画の進捗状況等に応じて計画の見直しを

行いました。 

平成２７年には、人口減少克服と地方創生をあわせて行うことにより、将来にわたって活力ある

社会を維持することを目的に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。令和２年度に

は、第５次長期総合計画前期計画のうち、地方創生の視点における重点的な取組みを抽出し、同戦

略の改定を行いました。本市の人口については、国立社会保障・人口問題研究所による平成２５年

の人口推計では、平成２７年以降に減少するとされていましたが、平成２７年から令和２年までほ

ぼ横ばいで推移し、当初の推計より人口減少は緩やかになっています。しかし、東久留米市第 5次

長期総合計画の人口予測によると、令和７年には人口は１１４，０５２人に減少するとされてお

り、今後、いかに市内に人を呼び込み地域の活力を維持していくかが課題となっています。 

 ふるさと納税については、令和２年度から民間事業者のポータルサイトへの登録及び寄付の受付

を開始し、情報発信の強化と返礼品の充実を図ることで、寄付金額の増加と併せて地元産業の活性

化に取り組んできました。 

 

[これからの方向性] 

（農業の振興） 

・ 農業者の経営改善、農地の適正な管理につなげるため、農地の賃貸借の仲介などの農地活用の方

策を調査、研究していきます。 

・ 農業の６次産業化（※）については、既に法人化しており、かつグループ企業で食品加工から販

売まで手掛けている農家もあります。産業として成り立つよう、どういった取組みが６次産業化

を育て、後押しとなるか、調査、研究していきます。 
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（地域経済の活性化） 

・ ふるさと納税を活用して、地元特産品等の販路拡大及び PRに取り組むことで地域経済の活

性化に繋がるよう、市内事業者へ呼びかけ等を行うなど、返礼品の充実を図ります。 

・ ふるさと納税の民間ポータルサイト掲載により、販売数の増加につながった市内事業者があり

ます。民間のスキームや他自治体の先進事例を研究していきます。 

・ 地域経済の活性化にあたっては、新たな企業等誘導に取り組むだけでなく、既存の企業を盛り立

てていくことが重要であり、地元企業の活動について研究するなど、情報収集していきます。 

・ 地域経済の活性化のためには、若年層を増やすことが重要であり、そのためには、公共インフラ

の整備へ取り組むだけでなく、様々なソフト事業を展開するなど、有効な手法を調査、研究して

いきます。 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、市民の生活様式にも変化が生じてきています。そうし

た変化に対応した地域経済の活性化に向けた支援の方策等について研究していきます。 

（※）農業を含め、農林漁業の６次産業化とは、「１次産業としての農林漁業と、２次産業としての製造業、３次産業としての小

売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、農山漁村の豊かな地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組

みである。これにより農山漁村の所得の向上や雇用の確保を目指している。」（農林水産省ホームページより抜粋） 
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（２）新たな企業等誘導 

 [東久留米市の現状等] 

 本市では、平成２６年７月に「自然と調和した“複合多機能都市”をめざして」をコンセプトと

した、東久留米市上の原地区土地利用構想を策定し、同地区のまちづくりの取組みを進めてきまし

た。その後、複合商業施設をはじめとし、大型ホームセンターや日帰り温浴施設がオープンし、現

在では市外からも人を呼び込み、にぎわいや活気あふれるまちへと再生しています。 

現行の東久留米市都市計画マスタープラン（以下「マスタープラン」という。）の計画期間が令和

３年度に満了となることから、概ね２０年後の令和２３年度を目標年次としたマスタープランの改

定作業を進めています。本市の用途地域をみると、多摩地域の平均と比較して商業系・工業系の用

途地域の割合が低く、新たに企業等を誘致するにあたっては、企業等がより活動しやすい環境整備

が必要であり、マスタープランの改定にあたっては、用途地域の見直しも含めて検討を行っていま

す。 

市内における企業立地の促進並びに土地及び建物の有効活用の支援を行うため、市内に立地を希

望し土地及び建物の情報を求めている企業を登録し、その企業の情報の提供を行うことでマッチン

グを図っています。 

 

[これからの方向性] 

・ 地域の住環境等への影響も考慮しながら、改定後のマスタープランに基づき地域活力の向上に

資する適切な用途地域の見直しの検討を行っていきます。 

・ 市内で事業活動を行っている事業者が新たに事業化または事業拡大を行えるよう支援していき

ます。 

・ 市内における企業立地の促進並びに土地及び建物の有効活用の支援を行うため、引き続き立地

希望者情報の提供事業に取り組んでいきます。  
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